
 
 

（株）日立製作所 ひたちなか総合病院 

 

 

皆様のご理解とご協力のお願い 

救急外来は重症な患者さんのための限られた医療資源です。 

発熱のある患者さんは、基礎疾患がある方、重篤な症状のある方を救

急外来での主な対象とさせていただいております。 

それ以外の方の発熱は、まずは 

かかりつけ病院がある方はかかりつけ病院 

かかりつけのない方は「受診・相談センター」 

にお電話でご相談ください*。 

＊受診・相談センター 

   茨城県庁内（直通）：8:30～22:00（土日・祝祭日含む） 

   専用電話 ０２９－３０１－３２００ 

  県内保健所：平日 9:00～17:00 

ひたちなか保健所 ０２９－２６５－５５１５ 
中央保健所 ０２９－２４１－０１００ 
水戸市保健所 ０２９－３５０－７６５０ 

 

限られた医療スタッフで救急外来は運営

されています。助かる命を助けるためにも、

救急外来の適切な受診について、 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

冬季：新型コロナ・インフルエンザの流行期における救急外来での診療方針 


